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愛知陽くもののいのらと健康を守るセンター

伝古屋i野熱脇区沢 下町9番 3号

労働会館本蟻3 if範とと,FAX 052-883-8988

編集発行責任者 佐々本 解 f、

いのちと健康を守り、働く権利とルールの確立と夜動規調を 1

4月 13日 に京都て京都総評 ・京都職対連の共催で深夜労働を考文.るシンボが

109名 の参カロで大きく成功した。地方労連の京都結評 安ヽ全鶴生対策委員会が

機対連を1まじめ、関係ま房J労キ&(医 労遵、郵産労、化学一般、自北稔運、」Rな

ど)、 全ゲ!;曲、民医違過労死医師霞、追労死弁護圏などと協力 ,共同しての調査

と準備をしての本格的な内容の画期的なシンポであった。

内容|ま、労酌法学者の立場からの ドイツとの比鞍ての深夜労働闇題の講1空、主

催者の24時 間社会 ・漂夜労働に関する提起、各産房J労組からの、深夜労働″み実

態と問題点、要求と課題の報告、憂師の今調の学会での研究成果を芝、まえた派夜

労働の健康への影響、井題士の11ョ0基 準を関連させての現行法現と改善への関

題点と全体討論て非常に充実したものであった。近く、報告集が刊行される予定

である。化学一般全国協議会 ・交書労働問題政策委員会の調査結果と関連資丼キを

内容とする 「交替労働を告発する !」 (34年 9用 )を 合わせて、深夜労働規制

のための重要な資料てある。いま(地 方で夜勤シンボ、懇談会、共同のとりくみ

が大きく広がろうとしている。

空月25こヨ午後東京で 「労働法講|の全面改悪に反対し、働く権利とデ↓タールの確

士をめざす中央連キ告全 (領 )」準備会が9団 体の呼びか,すて開催される。2鳴 の

「深夜交替持t・技量などの変fラ労駒蘭題学習交流会」、3用 のシンボ r労働3着法

持Ⅲ度改悪がもたらすもめ一人間らしく随くとは何か」を受けて、健康て 「メ、間ら

しく生き、酌く」ことのできる社会とルー,レを確立することをめざす、労曲者と

家技、女性、中小業者、弁護士など会界各唇が共同する全国白う凝横てつ運動孫づ

くつをめざすぐ        '

6堀 23～ 24郷 !ぞ全埼連などが共健て第4雷!了いのを卜と鍵農を守るE宇 彗交

流集会を蘭鑑と、続いて、24～ 23爵 |ぞ共軽て 「いのちと健産を守る地方交流

集会」が予定t幕備されている。

憂労,「童1女、3増 の 年長時間夜数|まいやです 1由衣tDit設姪り込み行動」た塩い

Ir、こ月14ヽ▼1谷 隷|こかけて、各蛇=協 lベ ルて 「ておめてよ 1 1 7言孝竜38角 ｀

遊ヤi茂議」 r tl=む48持 聞するいこふff勤」をおこない、合わせて夜鍬シ,■

6寛1主■学を会iドi=かヤとる3日 長的なす〔きな支援をrjくろう。
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4月 13日 (土)午 前 10時 から、

京都市中京区の 「アスエネー」で開催さ

れた京都職対連 と京都総評共催の
“
24時 間社会 ・深夜労働を考える

"

シンポジュウムは、 100人 の参加を

得て、熱気あふれる雰囲気中、盛大な

催じとなりました。

主催者代表として京都総評の薮田副

議長の挨拶のあと、立命館大学法学部

の苦田美喜夫教授による 『テーマ '深

夜労働の日本とドイツの比較から』の

講演を受けました。教授は、日本の時

短の影で深夜労働の弊善の大きい労働

形態の放置 ・拡大の傾向や、深夜交替

制労働の規制の考え方として 「公共性
・技術性 ・経済性を区別し、経済性を

追求する場合が多い実態からは、より

厳しい規制が必要と指摘。今後、規制

立法化や、当面女性の深夜労働解察の

動きに反対する課題を提起されまし

た。またドイツの実態と、労働時間令

のもとでの深夜交代制労働に対する規

制強化の実憶を紹介。午後は、京都総

評安全衛生対策委員会責任者の本下恵

市氏からは、深夜 ・交替労働が労働者

の健康や家庭生活を破壌、医療等の公

共性のものであっても可能な限り縮小

する必要性、法規制と労働者保護優遇

処置の実施、政府財界の 「規制緩和」
・労働条件の切り下げに反対する運動

る Jシ ン ポ

京都職対連機関誌

「
・
ヒューマニーきようと」

(96年 4月 )よ り転載

など7つ の課題の提起がありました。

7人 のパネラーから、医療では、夜

勤回数や残業も多く、看護婦は疲れて

いる、看護婦の増員の必要性を報告。

郵政では、過去2年 間で 18人 が在職

死亡している実態と 「新勤務体制」の

過密さをG化 学からは、調査結果から

深夜時の仮眠確保の重要性を。タク

シーでは、長時間労働と低賃金の実態

と、健康診断の充実をめざす取り組み

などが。吉中丈志医師からは、深夜交

替労働に関する医学的検討の到達点

と、深夜労働の健康を善する要因を。

佐藤克昭弁護士からは、現行法規制の

改善に向けて、 ILO条 約の未批准の

多い日本政府姿勢への厳しい批判と、

運動の継続と強化など、それぞれの分

野から発言じました。参加者からも

6人 発言がありました。進行担当の原

龍治氏の継続した取り組みの確認のあ

と、京都職対連会長の椿原 孝 氏の閉

会の挨拶で、午後5時 前に散会しまし

た。 当 日、マスコミの取材を受け、

朝日・読売 。赤旗の各紙で翌日報道さ

れました。

このシンポジュウムをきっかけにし

て、継続した取り組み方向で検討する

ことになっています。

参加彊いた皆さんど苦労様でした。
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ナースウェープの中で 「5月 12日 審議の日」と「者謹の週間」が生まれた
実現したのは私たち

//

それから「着護の日」は1年の締めくくりそして出発の日
私たちはこの日、 「医療と番護」について語りそして誘え続けた
患者さんとともに、医療のそして看譲の現場を語り考えた
新t″く加わった仲P95に流れをそしておもいを伝えた
現場を支える困難さの前に
たたかいの姿を見通ごし、貴重な成果を見落さないように

この書は特Bll違つている
3月 、書は名のみ 風 の寒さが見にしみる中で
長時間夜勤は許きない !抗蔵の座込み行動
3.12審 護婦決起集会には5500人 がかけっけ
「力」をたくわえ 持 ち場に戻つた
急速な変イとに、なんか変とおもつてた
大切なことが失われていってるのではないかしらと
患者さんには安全や安薬が確保されているのだろうか
患者負48の増大、医療機鶴の差丹4化な、るいわけの進行

昌矛暑景を言名畳骨骨暑骨暑景骨1を紫釈訴骨喜よ宮斎鯨もしれない
「基i最言登録留是子ど其是七鼻受蓄潜患aた

とハヽの憤り

ナースウェーブは看護婦のたたかい

曇曇どだ呂富転た暑

月12昌 看護の日」と 「看護の週間」が生まれた

岳釜 書学苫暑景を暑畳号督岳豊督::;を 畳

夫あ承秀探冒しれない

てして、少じ勇気を首い立たせ態度を表明、 「YesJ or「 NO」 と

「賓らなきゃ」と厚生省に迫つた
勇気ある川囲龍平さんとHIV訂 訟団のみなさん
あなたたちの行動が 「主張」を多数派にし
厚生省と被告製薬会社を追い諸めた
患書の人権が問われ

医療人の自覚と責任そして役割が問われた
後等は私たらのナースウェープを知り踏みだしたという
今度は私たちが彼等から勇気を得、行動を学ぶ

ナースウェープの中で 「5月 12日 看護の日」と「看譲の還簡」が生まれた
実現したのは私たち
それ以来、 「看護の日Jは 1年の綿めくくりそして出発の日
国民 "患者要求と看護輝要求を、意見を交流じ相匡に理解する時
医療や看護にたいする国や財界の戦略や戦術を知り  '
共同の策を強め広める時
「変らなきゃ」は厚生省
I高齢化」を口実に国民要求がすり替えられ医療や看護は変賀が強いられる
医療、福祉、社会保障全体に関わる制度の改悪、診療報酬の改定
人間らしく働くために当然守るべきルール、私たちのための 「基準」が必要

ナースウェープの中で 「5月 12日 番護の日」と「看護の週Pe8」が生まれた
実現したのは私たち
それ以来、 「看護の日」は1年の緯め(く りそして出発の日
この母私たちは、新しい 「発見 |を 「気付きjを一致させ
たしかな変化への新たな一歩になることを願つて

あなたの参力置をお待ちしてます
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主催 医療と看護をかたるシンボシュウム実行喜員会
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いのちと健康を守り、健康で人間らしく生き働くための

過 労 死 うを を■く
や
す 集 しヽ

4月 19日 (金)夜 労働会館本館会議重で健康センター、出内過労死裁判を支

援する会、名古屋過労死を考える家族の会、名古屋過労死弁護囲の共催、 15団

体35名 の参加で 「過労死をなくす集い」を開催しました。

最初た、司会の佐々末健康センター事務局長の開会あいきつの後、 1部 に入り、

原田弘一さん (山内過労死裁判支援の会事務局長 )か ら、最高救の上告桑却の不

当判決を受けて 「由内過労死裁判の支援,き動と署名の到達点」の報告がありまし

た。署名の累計は、団体2,574、 個メ、40,020で す。ご協力いただいた

みなさんありがとうございました。

続いて、出内労災弁護画の水野幹男弁護士から 「山内過労死事件と経過とまと

めsと して、経過、半t決の評価 (名古屋地裁、名古屋高裁、最高裁)と 今後の教

訓として、早期の訴訟提起の重要性、一番の勝利の要因、推訴審の立証の重要性、

最高裁の闘いの重要後について話されました。竹内平弁護士から'ま、 「最高裁半1

所の出内不当判決を受けてどとして、事実に反する不当な半せ決、積極的な労働過

重の立証、労務管理をおこなわな,すればならない立場の立証の必要性、生活実態

にそくした効果的な皮論、今後の課題について語られました。

その後、一審で証人に立たれた河合さんのあいきつと原告の出内良浩さんのメ

ッセージを弟の良哉さんが読み上げ、支援のお礼を述べられました。 1部の終わ

りにあたり、支援する会の解散と署名協力された団体へのお礼の返送の確認がき

れました。

2部 は、過労死の労災 ・公務認定のたたかいをすすめている方々の報告とあい

さうがありましたも最初に、参加されている家族の会の渡辺 (光)さ ん、森下さ

ん、鈴木 `美)き ん、松井さん、渡辺 (重)き んからそれぞれ自己紹介とあいさ
つがされました。次に、全医労東海北陸地方協の保水井さんから懸務病院吉村さ
んの公務災書申請のとりくみ、CBCの 大西さんから職場の労災寺請のとりくみ
をこついてそれぞれ職場実態と運動の状況をふまえて話さオ1ました。

集会の最f圭|こ、出頭 信也先生 (健康センター理事長 )か ら、全体の報告と請護
を受けて、 r過 労死をなくし、健康て人間らしく生き働くためた」と題して、最
近まとめられた労働総研ニュ=ス 掲載 了「過労死」問題をめぐる最近の動向』
4攻号ニュースに申二載予定 )の 論点にもふれながら、林野の振動醇書認定の運動
の教訓、過労死認定基準の関題点、最近の亀毅 ・高裁 ・最高裁の裁神1所の動向、
過労死認定闘争のあり方と今後の方向について話されました。

案会終了後、家族の会を励ます懲親 `交流会を近 くの層酒屋ておこない、活発
な論議と交流を深めました。

泰申登督皆

～ 8-
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1
い の ち と 健 康 を 萄=を 3電 曇梅廷 (名古屋数室)

一医師と労働者の トーク形式での学習―

と き :6月 15日 (土)13時 30分 ～ 15時       ‐

ところ :労働会館本館会議室

参加費 i500門 (資料 ・会場 。運営費 )      ち

脳卒中と糖尿病の実問をとりあげ、その経過をふりかえり、リスクの

みつけ方、予防のしかた、早期の治療やリバどりのしかたなどを、生活

と労働の中て考える。

く紹介する事炉1>

描卒中の経験から

百合草邦友 (名占屋水道労働組合

糖尿病の経験から

伊藤むつお く愛労避事務局次長 ・

あるマスコミ労働者

・職場の健康問題研究会)

健康センター事務局次長)

トータ :医師の立場から  回 淵哲男襲部 (理事 ・名前会 ・ふれあい病院)

酌くものの立場から   参 加番 (どなたでも自由に)

司 会 : 山 田信也 (健康センター理事長 `名古屋大学名誉教授)

夕再力案 α》至者遼長 そヽJ予 寛芭 (傍聴で支援をお願いします)

名古屋地裁 11階 110よ 法廷(052)203ゃ1611

4局 24調 (本 )上 る時～北 t」(証人)

5周  7日 (火 )13時 30分 ～渡辺 (光 )和 解調鮮 (企業 )

8田 (水 )13時 ～柏木 <判 決 >

10慰 (金 )13時 30分 ～鈴木 (美 )(証 人 )

15輝 く水 )15時 ～松井 (本人尋i現)

21曰 く火 )10時 ～安保 〈弁論続行 )

3ユ !](金 )10時 15分 ～永顔 (弁論統行 )1102号 法廷

C瑠  5田 (本 )]0時 30分 七鋳末 (美 )(証 人 )(有 放 )

10コ (月 )13時 30分 ～遠藤 (証人 )

1   26日 (本)13時 30分 ～渡辺 (光)(証 人 )(行 政,

1 7堪 ここ虜 くホ)10時 ヽ森下 く井論)岐 阜地裁3階
1じ_,… ャ _す `.Ⅲ ,'‐ え■ F→ ,、ヤ▼ tヽ ■ヽ 燕 ヽ工 れ ■▼ _オ ▼→符 い内 ■オ` tヨ 内 ■筆 専 李工,、キウ占″類お々 Vム 中 ｀!― ― パ チ ・レt▼ ‐ す'ヤ ‐ に ～ヽ `|ネ VVヽ こ_すよ
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<第 4配 理事会報告>

4月 11日 に理事 11名 の参加で理事会を開催 しました。当日は、療養中でし
た山隠理事長、伊藤事務局次長が健康を国領され元気な姿で参加されました。
最初に、佐々末事務局長から経過活動報告と協議事項についての提起をしまし

た。続いて、山田理事長と伊藤事務局次長のあいきつのあと各理事の報告と協議
を溝発に行いました。議論|よ、議案を補足し、深めるもので議案提案どうり確認
されました。以下、その内容たついてお知らせします。
・いのちと鍵様を守る学校は、6月 15田 (土 )午後 1時 30分 ～ (P7参 採)
。事務西常駐体制の強化は、5月 から原田理事 。事務弱が月 ,水 ,金午前 10時
から午後4時 常駐 (電話 ,来客と事務局 )そのほかは佐々木事務局長が基本対応、
キ☆藤事務爵次長がフォローします。不在時の留守電、FAXt携 帯電話 (住々末
030-583-7705)伊 藤事務局次長 (愛労逮052-871-5483)
。いのちと健康ニュースの編集 。発行体制lま、事務局と理事で共同編集俸制、発
f子とま月 1日、B4両 面 2検 (B58ペ ージ)笈 期 。全国の運動の紹介、日経達 。

労働省 ・学会の動向、職場の労働安全衛生活動の紹介、学習資料、センターから
のお知らせと活動など)編 集委員は事務局と理事で体制を。労安ニュースをはじ
め各参加団体のニュース ・資料を定期的にセンターまでお送りください。
・愛純の夜勤規制のとりくみでは、5月 11日 の医療と看護を語るシンポ、5層
14～ 16日 に医労連 ・全医芳東海地方艦の2交 代帝い 長時間夜勤反対の座り込
みと合わせて行う集会 ,夜勤シンポ (14日 )に センターとして協力参加します。
・健康センタTじ おり ・手引きの内容と作成↓ま<案 >に 追加分の地域でめ相談活
動の窓日とも年間のセンター活動の一覧表をつくり、B4両 面刷りのしおりを早
くf午成して、総会までた手引きを作成予定です占
・新事務所維持 ・財政確立については、3月 までの一般会計収支報告をふまえて、
<新 事務所維持のためには>、 会費未納分回収、参加団体の拡大 (自治労運 ・医
労連 。国公の単組、法律事務所、単位民医連、愛労遵傘下労組 ・地域など)、 会
費田数の引き上げ (基本を4日 に)、 今期の不足分単年度惜り入れで対応。
。健康センター個人加盟の検討を (運動と財政から'総 会までに行うこととして、
対象,ま、民間大経営 `連合職場の労働者、来組織労働者、参加団体の労働安全衛
生活動家、 (医師 ・医学者、弁護士、研究者などの)専 F弓家!ま専門委員会との調
整しながら、会費年額 6千 日程度 (ニュースや資料提供、学習会 ・研究会など)
で、職場の健康問題研究会との調整 ,協議もすすめながらおこないます。
・名溝労協との第 2田 目の懇談会は、5月 以降に協議して開催します。
・職場見学労安活動交流は、」MIU)ti本 製f十所芳組と権譲して、5用 以降に護
定 します。

第 4回 医療 と看護を語るシンポ 宇 後 1時 30分 ～ (栄 )
夜勤シンポ 午 f養6簿 30分 ～名古屋市教育館 4F
第 2回 団体代表者会議 午 後 6時 30分 ～ 労 働会館本館
第 6回 国民の医薬シンポ 「薬害ェイズた学ぶ』
年前 10時 ～ (県産業貿易会館西館大会諌室 )
第 る田理事会  年 後 6時 【う0分 宇 セ ンターにて
いのちと健霊学校 学 r絵1韓 3o分 ～ (労翻会館本館 )
築 6田 総会   年 後 ユ韓 30分 ～ 労 駒会館ふ館会議室
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